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報告第 １ 号 

 

 

 

専決処分の報告について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に基づき報

告する。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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専決処分第 １ 号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 物損事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和７年３月４日 処分 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 

 

記 

 

１．事故発生の日時及び場所 

   日 時 令和７年２月２５日（火） 午後０時３０分頃 

   場 所 仙北市角館町表町下丁１８番地 地先 

２．和解及び損害賠償の相手方 

        

        

３．和解に至る経過 

   仙北市は、事故発生後、相手方と損害賠償について交渉した

結果、和解するものである。 

４．和解の内容 

 （１）仙北市は、相手方に対し、前記事故の損害賠償金として 

金３，２３４円を支払う。 

 （２）本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも

異議の申し立てをしないことを確約する。 
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報告第 ２ 号 

 

 

 

専決処分の報告について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に基づき報

告する。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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専決処分第 ２ 号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和７年３月４日 処分 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 

 

記 

 

１．事故発生の日時及び場所 

   日 時 令和７年１月１７日（金） 午前９時４０分頃 

   場 所 仙北市角館町上菅沢４４２番地１ 地先 

２．和解及び損害賠償の相手方 

        

        

３．和解に至る経過 

   仙北市は、事故発生後、相手方と損害賠償について交渉した

結果、和解するものである。 

４．和解の内容 

 （１）仙北市は、相手方に対し、前記事故の損害賠償金として 

金５４０，４４１円を支払う。 

 （２）本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも

異議の申し立てをしないことを確約する。 
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報告第 ３ 号 

 

 

 

専決処分の報告について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に基づき報

告する。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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専決処分第 ６ 号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和７年５月２１日 処分 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 

 

記 

 

１．事故発生の日時及び場所 

   日 時 令和７年４月２５日（金） 午前９時４５分頃 

   場 所 仙北市角館町白岩入角山１３番地１ 地先 

２．和解及び損害賠償の相手方 

        

        

３．和解に至る経過 

   仙北市は、事故発生後、相手方と損害賠償について交渉した

結果、和解するものである。 

４．和解の内容 

 （１）仙北市は、相手方に対し、前記事故の損害賠償金として 

金７４，６３５円を支払う。 

 （２）本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも

異議の申し立てをしないことを確約する。 
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報告第 ４ 号 

 

 

 

継続費繰越の報告について 

 

 

 

 令和６年度仙北市一般会計において、継続費に係る歳出予算の経費

を別紙継続費繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により

報告する。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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（単位：円）

国県支出金 地方債 その他

２ 総 務 費 １ 総務管理費 庁舎整備事業費 809,725,000 231,216,000 231,216,000 195,008,605 36,207,395 36,207,395 1,807,395 34,400,000

令和７年６月６日　提出

秋田県仙北市長　　田　口　知　明

左 の 財 源 内 訳

繰越金
特 定 財 源予 算

計上額

支出済額及び
支出見込額

令和６年度仙北市一般会計継続費繰越計算書

前年度
逓 次
繰越額

計
款

令和６年度継続費予算現額

残 額項 事業名
継続費
の総額

翌年度
逓 次
繰越額

11



報告第 ５ 号 

 

 

 

繰越明許費の報告について 

 

 

 

 令和６年度仙北市一般会計において、繰越明許費に係る歳出予算の

経費を別紙繰越明許費繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規

定により報告する。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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（単位：円）

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 仙北市生活応援商品券事業費 84,600,000 83,123,000 80,778,000 2,345,000

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 地 籍 調 査 事 業 費 26,651,000 26,651,000 19,911,000 6,740,000

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費
インターナショナルスクール誘
致 事 業 費

12,112,000 12,112,000 6,056,000 6,056,000

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 高度外国人材等受入促進事業費 9,867,000 9,867,000 4,933,000 4,934,000

４ 衛 生 費 ２ 水 道 費 水 道 事 業 会 計 補 助 金 49,900,000 49,900,000 49,900,000

６ 農林水産業費 １ 農 業 費 農地集積加速化基盤整備事業費 28,200,000 28,200,000 28,200,000

６ 農林水産業費 １ 農 業 費 元気な中山間農業応援事業費 600,000 600,000 600,000

６ 農林水産業費 １ 農 業 費
農地中間管理機構関連ほ場整備
事 業 費

71,560,000 71,560,000 60,000 71,500,000

６ 農林水産業費 １ 農 業 費 花 葉 館 施 設 整 備 事 業 費 6,686,000 6,686,000 6,686,000

８ 土 木 費 １ 土 木 管 理 費 急傾斜危険区域工事費負担金 7,417,000 4,082,000 82,000 4,000,000

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 雪 寒 地 域 建 設 機 械 整 備 費 141,642,000 138,028,000 90,662,000 45,000,000 2,366,000

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 消 雪 施 設 整 備 事 業 費 1,000,000 1,000,000 1,000,000

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 道 路 維 持 補 修 費 7,700,000 7,700,000 7,700,000

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 社会資本整備総合交付金事業費 68,833,000 65,497,000 33,651,000 31,500,000 346,000

９ 消 防 費 １ 消 防 費
大曲仙北広域市町村圏組合消防
費 負 担 金

24,780,000 24,780,000 23,500,000 1,280,000

９ 消 防 費 １ 消 防 費 災 害 対 策 総 務 費 7,260,000 7,260,000 7,200,000 60,000

１１災 害 復 旧 費 １
農林水産施設
災 害 復 旧 費

農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 費 3,500,000 3,062,000 3,062,000

１１災 害 復 旧 費 ２
公共土木施設
災 害 復 旧 費

公共土木施設災害復旧事業費 18,210,000 18,210,000 18,200,000 10,000

令和７年６月６日　提出

秋田県仙北市長　　田　口　知　明

令和6年度仙北市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

一般財源 摘 要既 収 入
特定財源

未 収 入 特 定 財 源

国 県
支出金

地方債 その他
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報告第 ６ 号 

 

 

 

予算繰越の報告について 

 

 

 

 令和６年度仙北市水道事業会計において、建設改良費に係る予算を

別紙予算繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したので、地方公営企業

法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報告す

る。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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報告第 ７ 号 

 

 

 

予算繰越の報告について 

 

 

 

 令和６年度仙北市下水道事業会計において、建設改良費に係る予算

を別紙予算繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したので、地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報告

する。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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企業債
当年度損益

勘定留保資金等

令和６年度仙北市下水道事業会計予算繰越計算書

　　地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

左の財源内訳

款 項 事業名
予　算
計上額

支払義務発生額
翌年度
繰越額

不
用
額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の

購入限度額

説      明

１資本的
　支　出

１建設改
　良　費

流域下水道建
設費負担金

円
11,828,000

円
8,152,085

【流域下水道

　　建設負担金1,775,000円】
令和6年度国の補正予算の成立
時期（R6年11月）を考慮する
と、財政法上の会計年度末ま
でに事業を完了するのは困難
であることから、抜本的に事
業計画を見直す必要があるた
め。

【県南地区広域汚泥資源化
　　事業負担金1,900,000円】
　豪雨による休工等の影響に
より、場内舗装等の外構工事
について年度内の完成が困難
となったため。

円
3,675,000

円
3,500,000

円
175,000

円
915

円
0
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報告第 ８ 号 

 

 

 

継続費繰越額の使用に関する計画の報告について 

 

 

 

 令和６年度仙北市下水道事業会計における継続費繰越額の使用に関

する計画について、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３

号）第１８条の２第１項の規定により報告する。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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（単位：円）

１資 本 的 支 出１建 設 改 良 費

ストックマネジメント
事 業

【田沢湖浄化センター】

141,130,000 35,160,000 0 35,160,000 0 35,160,000 35,160,000 19,273,000 15,800,000 87,000

翌年度逓次繰
越額に係る繰
越を要する棚
卸資産の購入
限　 度 　額予算計上額

前  年  度
逓次繰越額

計 地方債 国県支出金
当年度損益

勘定留保資金
等

令和６年度仙北市下水道事業会計継続費繰越計算書

款 項 事 業 名 継続費の総額

６年度継続費予算現額

支払義務
発 生 額

残額
翌年度
逓　次
繰越額

翌 年 度 逓 次 繰 越 額
に 係 る 財 源 内 訳
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報告第 ９ 号 

 

 

 

放棄した債権の報告について 

 

 

 

 仙北市債権管理条例（令和２年仙北市条例第１号）第１０条第１項

の規定により、市の債権について別紙調書のとおり放棄したので、同

条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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１件　

1,485,590円

第６号 死亡・行方不明等

仙北市債権管理条例に基づく債権放棄調書

 　　第１号 生活困窮、　第２号 破産等、　第３号 消滅時効、

　　 第６号 死亡・行方不明等

上段：件数、 中段：債権額、
下段：債権を放棄した理由

債権名

市立病院診療費
（私債権）

不納欠損
処理日

令和7年3月31日

所管部署

債権を放棄した理由
（仙北市債権管理条例第10条）

 　　第４号 強制執行後の無資力、　第５号 徴収停止後も無資力、

角館総合病院

番
号

1
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議案第 ６１ 号 

 

 

 

専決処分の承認について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、仙北市市税条例（平成１７年仙北市条例第４８号）の一部を改

正する条例の制定について別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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専決処分第 ３ 号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 

 仙北市市税条例（平成１７年仙北市条例第４８号）の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分する。 

 

 

 

  令和７年３月３１日 処分 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23



仙 北 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 市 税 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第 48号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 18条 中 「 公 示 送 達 は 、 」 の 次 に 「 公 示 事 項 （ 同 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 公 示 事 項 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 地 方 税 法 施 行

規 則 （ 昭 和 29年 総 理 府 令 第 23号 。 以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 １

条 の ８ 第 １ 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 閲 覧 す る こ と

が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と る と と も に 、 公 示 事 項 が 記 載 さ れ た 書

面 を 」 を 加 え 、 「 掲 示 し て 行 う 」 を 「 掲 示 し 、 又 は 公 示 事 項 を 市 の

事 務 所 に 設 置 し た 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 し た も の の 閲 覧 を す る

こ と が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と る こ と に よ っ て す る 」 に 改 め る 。  

第 18条 の ３ 中 「 地 方 税 法 施 行 規 則 （ 昭 和 29年 総 理 府 令 第 23号 。 以

下 「 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 」 を 「 施 行 規 則 」 に 改 め る 。  

第 33条 の ２ 中 「 又 は 扶 養 控 除 額 」 を 「 、 扶 養 控 除 額 又 は 特 定 親 族

特 別 控 除 額 」 に 改 め る 。  

第 3 5条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 中 「 若 し く は 法 第 31 4条 の ２ 第 ４ 項 」

を 「 、 法 第 31 4条 の ２ 第 ４ 項 」 に 改 め 、 「 扶 養 控 除 額 」 の 次 に 「 若

し く は 特 定 親 族 特 別 控 除 額 （ 特 定 親 族 （ 同 条 第 １ 項 第 12号 に 規 定 す

る 特 定 親 族 を い う 。 第 35条 の ３ の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 35条 の ３ の

３ 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） （ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 85万 円 以 下 で あ

る も の に 限 る 。 ） に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 10項 中

「 第 ２ 条 第 15項 」 を 「 第 ２ 条 第 1 6項 」 に 改 め る 。  

第 35条 の ３ の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 扶 養 親 族 」 の 次 に 「 又 は 特 定 親

族 」 を 加 え る 。  

第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 中 「 者 に 限 る 。 ） 」 の 次 に 「 若 し く は 特 定

親 族 （ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計 所 得 金 額 が

85万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 ３ 号 中 「 扶 養 親

族 」 の 次 に 「 又 は 特 定 親 族 」 を 加 え る 。  

第 61 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 中 「 同 じ 。 ） 又 は 法 人 番 号 」 の 次 に
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「 （ 同 条 第 16項 に 規 定 す る 法 人 番 号 を い う 。 以 下 固 定 資 産 税 に つ い

て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 79条 第 １ 号 ア 中 「 エ 」 を 「 ウ 及 び オ 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 又

は 」 を 「 （ ウ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 又 は 」 に 改 め 、 同 号 エ を 同 号

オ と し 、 同 号 ウ 中 「 又 は 」 を 「 （ ウ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 又 は 」

に 改 め 、 同 号 中 ウ を エ と し 、 イ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

ウ  ２ 輪 の も の で 、 総 排 気 量 が 0 .125リ ッ ト ル 以 下 か つ 最 高 出

力 が 4.0キ ロ ワ ッ ト 以 下 の も の  年 額  2,000円  

第 85条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 個 人 番 号 を い う 。 」 の 次 に 「 以 下 こ の 号

及 び 」 を 、 「 同 じ 。 ） 又 は 法 人 番 号 」 の 次 に 「 （ 同 法 第 ２ 条 第 1 6項

に 規 定 す る 法 人 番 号 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、

同 項 第 ５ 号 中 「 定 格 出 力 」 の 次 に 「 （ 第 79条 第 １ 項 第 １ 号 ウ に 掲 げ

る 原 動 機 付 自 転 車 に あ っ て は 、 原 動 機 の 総 排 気 量 及 び 最 高 出 力 ） 」

を 加 え る 。  

第 86条 第 ２ 項 中 「 身 体 障 害 者 等 又 は 」 を 「 身 体 障 害 者 等 若 し く

は 」 に 、 「 を 提 示 」 を 「 又 は こ れ ら の 者 の 特 定 免 許 情 報 （ 同 法 第 95

条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 免 許 情 報 を い う 。 次 項 に お い て 同

じ 。 ） が 記 録 さ れ た 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド （ 同 法 第 95条 の ２

第 ４ 項 に 規 定 す る 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド を い う 。 次 項 に お い

て 同 じ 。 ） を 提 示 」 に 改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 の 番 号 、 交 付 年 月 日 及

び 」 を 「 又 は 道 路 交 通 法 第 95条 の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 免 許 情

報 記 録 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 免 許 情 報 記 録 」 と い う 。 ） の 番 号 、

運 転 免 許 の 年 月 日 、 運 転 免 許 証 又 は 免 許 情 報 記 録 の 」 に 改 め 、 同 条

中 第 ４ 項 を 第 ５ 項 と し 、 第 ３ 項 を 第 ４ 項 と し 、 第 ２ 項 の 次 に 次 の １

項 を 加 え る 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド を 提 示 し た

と き は 、 当 該 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド に 記 録 さ れ た 特 定 免 許

情 報 を 確 認 す る た め に 必 要 な 措 置 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 13 1条 の ３ 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 及 び 法 人 番 号 」 の 次 に 「 （ 行 政 手

続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律
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第 ２ 条 第 16項 に 規 定 す る 法 人 番 号 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同

じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 14 0条 第 １ 号 中 「 ） 又 は 法 人 番 号 」 を 「 以 下 こ の 号 に お い て 同

じ 。 ） 又 は 法 人 番 号 （ 同 条 第 16項 に 規 定 す る 法 人 番 号 を い う 。 以 下

こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 改 め る 。  

附 則 第 10条 の ２ 第 23項 中 「 附 則 第 15条 第 37項 」 を 「 附 則 第 15条 第

36項 」 に 改 め 、 同 条 第 24項 中 「 附 則 第 15条 第 38項 」 を 「 附 則 第 1 5条

第 37項 」 に 改 め 、 同 条 第 25項 中 「 附 則 第 15条 第 4 1項 」 を 「 附 則 第 15

条 第 40項 」 に 改 め 、 同 条 第 26項 中 「 附 則 第 15条 第 42項 」 を 「 附 則 第

15条 第 41項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 10条 の ３ 中 第 15項 を 第 16項 と し 、 第 14項 を 第 15項 と し 、 第

13項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

14 市 長 は 、 法 附 則 第 15条 の ９ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 マ ン シ ョ

ン に 係 る 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 に つ い て は 、 前 項 の 申 告 書 の 提 出 が

な か っ た 場 合 に お い て も 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関

す る 法 律 （ 平 成 1 2年 法 律 第 149号 ） 第 ５ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

管 理 組 合 の 管 理 者 等 か ら 法 附 則 第 15条 の ９ の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る

期 間 内 に 施 行 規 則 附 則 第 ７ 条 第 1 7項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 提 出 が さ

れ 、 か つ 、 当 該 特 定 マ ン シ ョ ン が 法 附 則 第 15条 の ９ の ３ 第 １ 項 に

規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 同 条 第 １ 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る 。  

附 則 第 16条 の ２ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 加 熱 式 た ば こ に 係 る た ば こ 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ）  

第 16条 の ２ の ２  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 第 88条 の ２ 第 １ 項 の 売 渡

し 又 は 同 条 第 ２ 項 の 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 （ 次 項 に お い て 「 売 渡

し 等 」 と い う 。 ） が 行 わ れ た 加 熱 式 た ば こ （ 第 8 8条 第 １ 号 オ に 掲

げ る 加 熱 式 た ば こ を い い 、 第 89条 の ２ の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ と

み な さ れ る も の を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 第 9 0

条 第 １ 項 の 製 造 た ば こ の 本 数 は 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

当 分 の 間 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 方 法
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に よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば こ （ 第 8 8条 第 １ 号 ア に 掲 げ る 紙 巻 た ば こ

を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 本 数 に よ る も の

と す る 。  

(１ )  葉 た ば こ （ た ば こ 事 業 法 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 葉 た ば こ

を い う 。 ） を 原 料 の 全 部 又 は 一 部 と し た も の を 紙 そ の 他 こ れ に

類 す る 材 料 の も の で 巻 い た 加 熱 式 た ば こ （ 当 該 葉 た ば こ を 原 料

の 全 部 又 は 一 部 と し た も の を 施 行 規 則 附 則 第 ８ 条 の ４ の ２ に 規

定 す る と こ ろ に よ り 直 接 加 熱 す る こ と に よ っ て 喫 煙 の 用 に 供 さ

れ る も の に 限 る 。 ）  当 該 加 熱 式 た ば こ の 重 量 （ フ ィ ル タ ー そ

の 他 の 施 行 規 則 附 則 第 ８ 条 の ４ の ３ に 規 定 す る も の に 係 る 部 分

の 重 量 を 除 く 。 以 下 こ の 項 か ら 第 ３ 項 ま で に お い て 同 じ 。 ） の

0.35グ ラ ム を も っ て 紙 巻 た ば こ の １ 本 に 換 算 す る 方 法 。 た だ し 、

当 該 加 熱 式 た ば こ の １ 本 当 た り の 重 量 が 0.35グ ラ ム 未 満 で あ る

場 合 に あ っ て は 、 当 該 加 熱 式 た ば こ の １ 本 を も っ て 紙 巻 た ば こ

の １ 本 に 換 算 す る 方 法  

(２ )  前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 加 熱 式 た ば こ  当 該 加 熱 式 た ば こ

の 重 量 の 0.2グ ラ ム を も っ て 紙 巻 た ば こ の １ 本 に 換 算 す る 方 法 。

た だ し 、 当 該 加 熱 式 た ば こ の 品 目 ご と の １ 個 当 た り の 重 量 が ４

グ ラ ム 未 満 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 加 熱 式 た ば こ の 品 目 ご

と の １ 個 を も っ て 紙 巻 た ば こ の 2 0本 に 換 算 す る 方 法  

２  前 項 の 規 定 に よ り 加 熱 式 た ば こ の う ち 同 項 第 １ 号 た だ し 書 の 規

定 の 適 用 を 受 け る も の 及 び 同 項 第 ２ 号 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 を 受

け る も の 以 外 の も の の 重 量 を 紙 巻 た ば こ の 本 数 に 換 算 す る 場 合 に

お け る 計 算 は 、 売 渡 し 等 が 行 わ れ た 加 熱 式 た ば こ の 品 目 ご と の １

個 当 た り の 重 量 に 当 該 加 熱 式 た ば こ の 品 目 ご と の 数 量 を 乗 じ て 得

た 重 量 を 同 項 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と に 合 計 し 、 そ の 合 計 重 量 を 紙

巻 た ば こ の 本 数 に 換 算 す る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

３  前 項 の 計 算 に 関 し 、 同 項 の 加 熱 式 た ば こ の 品 目 ご と の １ 個 当 た

り の 重 量 に 0.1グ ラ ム 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 に は 、 そ の 端 数 を 切

り 捨 て る も の と す る 。  
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４  第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 加 熱 式 た ば こ （ 第 89条 の ２ の 規 定 に よ り

製 造 た ば こ と み な さ れ る も の に 限 る 。 ） の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

に つ い て は 、 同 号 た だ し 書 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

(１ )  第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 加 熱 式 た ば こ と 併 せ て 喫 煙 の 用 に 供

さ れ る も の  

(２ )  第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 加 熱 式 た ば こ （ 第 8 9条 の ２ の 規 定 に

よ り 製 造 た ば こ と み な さ れ る も の を 除 く 。 ） と 併 せ て 喫 煙 の 用

に 供 さ れ る 加 熱 式 た ば こ （ 同 条 の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ と み な

さ れ る も の に 限 る 。 ） で あ っ て 当 該 加 熱 式 た ば こ の み の 品 目 の

も の  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

(１ )  第 33条 の ２ 、 第 35条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 、 第 35条 の ３ の ２

第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則

第 ３ 条 の 規 定  令 和 ８ 年 １ 月 １ 日  

(２ )  附 則 第 16条 の ２ の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ６

条 の 規 定  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

(３ )  第 18条 及 び 第 18条 の ３ の 改 正 規 定 並 び に 次 条 の 規 定  地 方

税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 １ 号 ） 附 則 第 １

条 第 12号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日  

（ 公 示 送 達 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」

と い う 。 ） 第 18条 の 規 定 は 、 前 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日

以 後 に す る 公 示 送 達 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に し た 公 示 送 達 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  新 条 例 第 33条 の ２ 及 び 第 35条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 は 、

令 和 ８ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ７
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年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  令 和 ８ 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 係 る 申 告 書 の 提 出 に 係 る 新 条 例

第 35条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 た だ し 書 中 「 特

定 親 族 特 別 控 除 額 （ 特 定 親 族 （ 同 条 第 １ 項 第 12号 に 規 定 す る 特 定

親 族 を い う 。 第 3 5条 の ３ の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 3 5条 の ３ の ３ 第

１ 項 に お い て 同 じ 。 ） （ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 8 5万 円 以 下 で あ る

も の に 限 る 。 ） に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 と あ る の は 、 「 特 定 親 族

特 別 控 除 額 」 と す る 。  

３  新 条 例 第 35条 の ３ の ２ 第 １ 項 の 規 定 は 、 附 則 第 １ 条 第 １ 号 に 掲

げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 １ 号 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 支 払

を 受 け る べ き 新 条 例 第 35条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 給 与 に

つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 35条 の ３ の ２ 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に

よ る 申 告 書 に つ い て 適 用 し 、 １ 号 施 行 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き こ

の 条 例 に よ る 改 正 前 の 仙 北 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い

う 。 ） 第 35条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 給 与 に つ い て 提 出 し

た 旧 条 例 第 35条 の ３ の ２ 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  新 条 例 第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 は 、 １ 号 施 行 日 以 後 に 支 払

を 受 け る べ き 所 得 税 法 （ 昭 和 4 0年 法 律 第 3 3号 ） 第 20 3条 の ６ 第 １

項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 同 法 第 20 3条 の ７ の 規 定 の 適 用 を 受 け

る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い う 。 ） に

つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書

に つ い て 適 用 し 、 １ 号 施 行 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に

つ い て 提 出 し た 旧 条 例 第 35条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ４ 条  新 条 例 の 規 定 中 固 定 資 産 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 ７ 年 度 以

後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ６ 年 度 分 ま で の 固

定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 軽 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  
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第 ５ 条  新 条 例 第 79条 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 令

和 ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て 適 用 し 、 令

和 ６ 年 度 分 ま で の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。  

（ 市 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ６ 条  次 項 に 定 め る も の を 除 き 、 附 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定

の 施 行 の 日 前 に 課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 加 熱 式 た ば こ （ 新

条 例 附 則 第 16条 の ２ の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 加 熱 式 た ば こ を い う 。

次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 市 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  

２  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 同 年 ９ 月 30日 ま で の 間 に 、 仙 北 市 市 税 条

例 第 8 8条 の ２ 第 １ 項 の 売 渡 し 又 は 同 条 第 ２ 項 の 売 渡 し 若 し く は 消

費 等 が 行 わ れ た 加 熱 式 た ば こ に 係 る 同 条 例 第 90条 第 １ 項 の 製 造 た

ば こ の 本 数 は 、 同 条 第 ３ 項 及 び 新 条 例 附 則 第 16条 の ２ の ２ の 規 定

に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 製 造 た ば こ の 本 数 の 合 計 数 に よ る も の

と す る 。  

(１ )  仙 北 市 市 税 条 例 第 90条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 換 算 し た 紙 巻 た

ば こ （ 新 条 例 附 則 第 16条 の ２ の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 紙 巻 た ば こ

を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 本 数 に 0.5を 乗 じ て 計 算 し た

製 造 た ば こ の 本 数  

(２ )  新 条 例 附 則 第 16条 の ２ の ２ の 規 定 に よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば

こ の 本 数 に 0.5を 乗 じ て 計 算 し た 製 造 た ば こ の 本 数  

３  前 項 各 号 に 掲 げ る 製 造 た ば こ の 本 数 に １ 本 未 満 の 端 数 が あ る 場

合 に は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  
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議案第 ６２ 号 

 

 

 

専決処分の承認について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、仙北市国民健康保険税条例（平成２０年仙北市条例第２２号）

の一部を改正する条例の制定について別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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専決処分第 ４ 号 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 

 仙北市国民健康保険税条例（平成２０年仙北市条例第２２号）の一

部を改正する条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、専決

処分する。 

 

 

 

  令和７年３月３１日 処分 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明 
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仙 北 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 （ 平 成 20年 仙 北 市 条 例 第 22号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 65万 円 」 を 「 66万 円 」 に 改 め 、 同 条 第

３ 項 た だ し 書 中 「 24万 円 」 を 「 2 6万 円 」 に 改 め る 。  

第 21条 第 １ 項 中 「 65万 円 」 を 「 6 6万 円 」 に 、 「 24万 円 」 を 「 2 6万

円 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中 「 295 ,000円 」 を 「 305 ,000円 」 に 改 め 、

同 項 第 ３ 号 中 「 5 45,000円 」 を 「 5 6万 円 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 適 用 区 分 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 規 定 は 、

令 和 ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和

６ 年 度 分 ま で の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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議案第 ６３ 号 

 

 

 

専決処分の承認について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、令和６年度仙北市一般会計補正予算（第１６号）について別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、

承認を求める。 

 

 

 

  令和７年６月６日 提出 

 

   

 

          秋田県仙北市長 田 口 知 明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



議案第  ６５  号  

 

 

 

工事請負変更契約の締結について  

 

 

旧市立角館総合病院解体工事請負変更契約を次のとおり締結する

ものとする。  

上記、仙北市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（平成１７年仙北市条例第４５号）第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。  

 

 

 

令和７年６月６日  提出  

 

 

 

秋田県仙北市長  田  口  知  明  

 

 

記  

 

１．契約の目的  旧市立角館総合病院解体工事請負変更契約  

  

２．契約金額   既契約金額     ７９４，７５０，０００円  

変更契約金額の減額  ５９，３５３，８００円  

変更後の契約金額  ７３５，３９６，２００円  

 

３．契約の方法  条件付一般競争入札  

 

４．契約の相手方 秋田県仙北市西木町西明寺字荒町東１６４番地７  

         小松・瀧神・万六特定建設工事共同企業体  

         代表者  株式会社小松建設  

代表取締役  小  松  嘉  次  
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議案第  ６６  号  

 

 

 

財産の取得について  

 

 

 

仙北市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１７年仙北市条例第４５号）第３条の規定に基づき、

次のとおり財産を取得するので議会の議決を求める。  

 

 

 

  令和７年６月６日  提出  

 

 

 

秋田県仙北市長   田  口  知  明  

 

 

記  

 

１．名称及び数量  公用車（電動車）  ５台  

 

２．購入価格    １９，４１７，８０２円  

 

３．購入の相手方  秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１５番地  

         株式会社  田沢モータース  

代表取締役  吉  田  雄  吾  
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議案第  ６７  号  

 

 

 

財産の取得について  

 

 

 

仙北市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１７年仙北市条例第４５号）第３条の規定に基づき、

次のとおり財産を取得するので議会の議決を求める。  

 

 

 

  令和７年６月６日  提出  

 

 

 

秋田県仙北市長   田  口  知  明  

 

 

記  

 

１．名称及び数量  軽四輪駆動小型消防ポンプ付積載車  ４台  

 

２．購入価格    ３５，２００，０００円  

 

３．購入の相手方  秋田県湯沢市川連町字万九郎屋布３２番地  

         株式会社  髙義商会  

代表取締役  髙  橋   功  
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議案第  ６８  号  

 

 

 

仙北市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定に  

ついて  

 

 

 

仙北市国民健康保険条例（平成１７年仙北市条例第１０１号）の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

 

  令和７年６月６日  提出  

 

 

 

秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙北市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

仙 北 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 平 成 1 7年 仙 北 市 条 例 第 101号 ） の 一 部

を次のように改正する。  

附則第６項の前の見出し及び同項から第８項まで並びに附則第９

項の前の見出し及び同項から第 1 1項までを削る。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第  ６９  号  

 

 

 

仙北市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する  

条例制定について  

 

 

 

 仙北市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年仙北市条例第

２号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

 

  令和７年６月６日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙北市後期高齢 者医療に関する 条例の一部を改 正す

る条例  

 

仙 北 市 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 （ 平 成 20年 仙 北 市 条 例 第 ２

号）の一部を次のように改正する。  

第２条中第８号を削り、第９号を第８号とする。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第  ７０  号  

 

 

 

仙北市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する  

条例制定について  

 

 

 

 仙北市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年仙北市条例

第１８５号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するもの

とする。  

 

 

 

  令和７年６月６日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例  

 

仙 北 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第

185号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 第 ２ 項 の 表 市 立 角 館 総 合 病 院 の 項 病 床 数 の 欄 中 「 一 般 病 床  

170床 」 を 「 一 般 病 床  152床 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

43



議案第  ７３  号  

 

 

 

白岩辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更  

について  

 

 

 

 白岩辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり変更

することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財

政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３

条第８項の規定に基づき、議会の議決を求める。  

 

 

 

  令和７年６月６日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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総  合  整  備  計  画  書 

 

秋田県仙北市 白岩 辺地 

（辺地の人口 1,051 人・面積 7㎢） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称 

    仙北市角館町薗田板井村、銭神、大久保、釣田、保呂石、家ノ東、清水涌、斉藤川、

中村、後田、下タ村、新田、上花園、花園、碇メ石、桜田堰ノ上、別当村、古川、  

西村、田向、田中、遠藤、久保、東釣田 

 

    仙北市角館町白岩前郷、町東、寺後、念仏殿、新西野、上西野、下西野、下掵、本町、

平城、愛宕山、入角山、上ノ台、高屋敷、堂野口、前田、天神堂 

 

 （２）地域の中心の位置 

    秋田県仙北市角館町薗田板井村 

 

（３）辺 地 度 点 数 

   105 点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

 （自動車） 

  当辺地は、集落が点在し、市の中心地から遠距離に位置している。令和７年度より現在

の白岩小学校が学校の統廃合により角館小学校へ統合される。 

  そのため、白岩小学校に通学していた児童はより遠方にある角館小学校に通学すること

になるため、新たな交通手段を確保することが必須である。 

  このことから、児童が小学校へ通学する手段としてスクールバスの整備が必要である。 

 

（白岩コミュニティセンター） 

  当辺地は、集落が点在し、市の中心地から遠距離に位置している。少子高齢化・人口減

少等による地域コミュニティの弱体化と遊休施設の有効活用の課題を解決するため、令和

７年３月で閉校となった白岩小学校を地域住民が集えるコミュニティセンターとして再生

するための改修が必要となる。また、施設内に放課後児童クラブを設け、地域の子育て支

援機能を補完し、子育て世代が安心して暮らせる環境づくりが必要である。 

 

３．公共的施設の整備計画 

  令和６年度から令和 10 年度まで５年間 

（単位：千円） 

区 分 事業費 財源内容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体名  特定財源 一般財源 

自動車 仙北市 12,604 3,900 8,704 8,000 

白岩コミュニティ 

センター 
仙北市 

(0) 

39,158 

(0) 

19,579 

(0) 

19,579 

(0) 

19,500 

 

 

(12,604) 

51,762 

(3,900) 

23,479 

(8,704) 

28,283 

(8,000) 

27,500 

(  )は変更前 

45


